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事業主あたり事業主あたり

62万
円
万
円( 育児休業等支援コース )( 育児休業等支援コース )

産休前の女性従業員がいたら必ず申請すべき！産休前の女性従業員がいたら必ず申請すべき！

すべての条件を満たしていたら、
産休に入る１ヶ月前までにご連絡をいただければ、

助成金申請を代行させていただきます。ぜひ忘れずにご連絡ください！

すべての条件を満たしていたら、
産休に入る１ヶ月前までにご連絡をいただければ、

助成金申請を代行させていただきます。ぜひ忘れずにご連絡ください！

両立支援等助成金両立支援等助成金

まずは受給資格の条件をチェック！

自力で受給するのが難しい助成金 !?

女性従業員である
（パートタイマー可） 産前休業前である雇用保険に

加入している

申請に必要なもの申請に必要なもの

（１）「面談シート」の作成
（２）「育児復帰支援プラン」の作成
（３）最新の法令に対応した
　　　「育児介護休業規程」の整備
（４）「一般事業主行動計画」の作成（提出）
（５）「両立支援のひろば」への登録

申込手順申込手順

① 出産後３ヶ月が経過したら 30万円＋2万円（育休情報公算加算）
　 の受給を申請
② 職場復帰後６ヶ月が経過したら 30万円の受給を申請

せっかく受給資格があるの
に、申請するための書類が
こんなにあるのか…。

はい。この助成金は申請
に必要な書類の書き方が
難しいため、申請をあき
らめてしまう事業者様が
多いのです。

２回に分けて
申請しないと
いけないのか…。

育児休業をきちんと取得しているか、
職場復帰がちゃんとできているかを
（役所が）確認しているのですね。

弊社にお任せいただければ、難しい書類の作成など
きっちり代行させていただきます。
ぜひこのチャンスを逃さないでください！

申請が難しい助成金だからといってあきらめる必要はありません。
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いつも反抗的な社員を解雇したいのですが ...

労使トラブル、助成金・給与計算で
お困りのことがあれば、
お気軽にお問い合わせください。

ご相談ください

業績悪化により人員削減をすること
になりました。この機会に、日頃か
ら反抗的な社員２人を解雇したいと
思います。解雇の１ヶ月前までに解
雇予告をすれば、この２人を解雇す
ることはできますか？

� 解雇することはできません。
解雇の１か月前に社員に解雇予告をするという簡単な手
続きだけでは認められません。
今回のケースでは、「整理解雇の４要件」をすべてクリア
する必要があります。そうしなければ、解雇された社員
から訴訟を起こされたときに、確実に会社が負けてしま
うからです。

①人員整理の必要性 ②解雇を避ける努力 ③解雇対象者の選定方法 ④手続きの妥当性

「社員を解雇しなければ経営
を維持することが極めて困
難」という状態であること。
（試算表などの証拠が必要）

役員報酬のカットや全社員の
給料減額など、できる限り解
雇を回避するように努力をし
たこと。
（あくまで解雇は最後の手段）

解雇対象者やその他の代表従業
員に対し、説明や協議の場を設
けて納得させる手順を踏むこと。
他の条件が整っていたとしても、
解雇が無効になる可能性がある。
（説明資料などの証拠が必要）

解雇するための人選基準が、「主

観に左右されず」「公平で合理的」

であること。”反抗的”という主観

的な理由ではなく、人事評価制

度などによる適正な評価が必要。

整理解雇の４要件とは？

整理解雇の４要件といっても、それぞれに具体的で明確な基準（例えば、役員報酬を何％カットすればいいのかなど）が
定められているわけではありません。社員を解雇できるかどうかはケースバイケースになります。
そのため、日頃から「就業規則の整備」や「労働条件通知書を作成する」などして社内秩序を構築し、いざという時のため
に対策しておくことが必要です。
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